
 解体の補助対象となる可能性がある空家は次の３つすべてに該当するものです。
□ ２分の１以上が居住の用に供されていたものである
□ 個人が所有するものである
□ 所有権以外の権利（土地に係る権利を除く。）が設定されていない

【申請する補助金について】

□ 基礎がない又は柱の下にしかない
□ 外壁の構造が板材のみ等粗悪である
□ 外観で柱が傾斜している箇所がある
□ 外壁の仕上げ材が腐食・破損等により
はがれている部分がある

□ 屋根や軒の裏側に破損等がある、又は
屋根が大きく変形している

□ 雨樋がない又は外れている

老朽危険空家解体補助金（最高100万）の可能性 空家等解体補助金（最高25万）
を申請※補助金申請前に老朽危険空家に該当するか現地にて外観目視による調

査を行います。調査の結果老朽危険空家に該当しない場合は「空家等解
体補助金」を申請ください。

空家の解体をする方へ（事前にご確認ください）

昭和56年5月31日以前に建てられた空家か

建物が大きく傾いている又は変形しており、
今にも倒壊しそうか（屋根が変形し落ちそうか）

居住その他の使用がされて
いない期間が１年以上である

【特定空家に該当するかの簡易判定】 補助金
申請対象外次の項目に3つ以上あてはまるか

はい いいえ

はいいいえ

はい いいえ

はい いいえ


